
１．協定締結数　　　７協定　（　集落協定７・個別協定０　）

２．協定農用地面積 （単位：㎡）

田（急傾斜） 田（緩傾斜） 畑（急傾斜） 畑（緩傾斜） 合　計

0 0 43,089 0 43,089

24,065 0 1,553 2,381 27,999

14,458 0 28,342 0 42,800

15,850 8,077 0 10,029 33,956

29,486 0 1,302 0 30,788

58,077 0 0 0 58,077

12,127 0 878 1,823 14,828

154,063 8,077 75,164 14,233 251,537

３．協定参加者数及び交付金額・使用方法 （単位：円）

協定参加農家 交付金額

3 名 396,418 　協定参加農用地面積に応じて配分

4 名 556,741 　協定参加農用地面積に応じて配分

3 名 583,194 　協定参加農用地面積に応じて配分

7 名 346,053 　協定参加農用地面積に応じて配分

14 名 507,342 　50％を共同取組活動に使用

28 名 975,693 　80％を共同取組活動に使用

9 名 275,048

68 名 3,640,489

合　　  計

協 定 集 落 名 交付金の使用方法

上 柏 集 落

鳶 畑 集 落

横 尾 集 落

北 岡 山 集 落

中 組 集 落 　協定参加農用地面積に応じて配分

小 林 上 集 落

中 組 集 落

令和５年度 中山間地域等直接支払制度の実施状況

協 定 集 落 名

上 柏 集 落

鳶 畑 集 落

横 尾 集 落

北 岡 山 集 落

小 林 上 集 落

内 の 川 集 落

内 の 川 集 落

合　　  計



協定集落名

上 柏 集 落

鳶 畑 集 落

横 尾 集 落

北 岡 山 集 落

小 林 上 集 落

内 の 川 集 落

中 組 集 落

協定集落名

上 柏 集 落

鳶 畑 集 落

横 尾 集 落

北 岡 山 集 落

小 林 上 集 落

内 の 川 集 落

中 組 集 落

農用地について、集落協定参加者が協定内容に従って管理を行う。

農地法面の崩壊を未然に防止するため、集落内の担い手を中心に定期的な点検を行う。

水路・農道等について、集落申し合わせ事項により定期的な除草等の作業を行う。

概　　　要

５．多面的機能を増進する活動

農用地について、集落協定参加者が協定内容に従って管理を行う。

農地法面の崩壊を未然に防止するため、集落内の担い手を中心に定期的な点検を行う。

耕作者が農作業を継続できなくなった場合には、速やかに農業委員会の斡旋を受ける。

水路・農道等について、集落申し合わせ事項により定期的な除草等の作業を行うとともに、

協定参加者全員で泥上げ、草刈を行う。

４．農用地、水路、農道に関する事項

概　　　　　　　　　　　　要

農用地について、集落協定参加者が協定内容に従って管理を行う。

農地法面の崩壊を未然に防止するため、集落内の担い手を中心に定期的な点検を行う。

耕作者が農作業を継続できなくなった場合には、速やかに農業委員会の斡旋を受ける。

耕作放棄されそうな農用地については、集落内外の担い手農家等による利用権設定等や

農作業の委託を行う。

水路・農道等について、集落申し合わせ事項により定期的な除草等の作業を行うとともに、

協定参加者全員で泥上げ、草刈を行う。

農用地について、集落協定参加者が協定内容に従って管理を行う。

農地法面の崩壊を未然に防止するため、集落内の担い手を中心に定期的な点検を行う。

耕作者が農作業を継続できなくなった場合には、速やかに農業委員会の斡旋を受ける。

水路・農道等について、集落申し合わせ事項により定期的な除草等の作業を行うとともに、

協定参加者全員で泥上げ、草刈を行う。
農用地について、集落協定参加者が協定内容に従って管理を行う。

農地法面の崩壊を未然に防止するため、集落内の担い手を中心に定期的な点検を行う。

耕作放棄されそうな農用地については、集落内外の担い手農家等による利用権設定等や

農作業の委託を行う。

水路・農道等について、集落申し合わせ事項により定期的な除草等の作業を行うとともに、

協定参加者全員で泥上げ、草刈を行う。

農用地について、集落協定参加者が協定内容に従って管理を行う。農地法面の崩壊を未然に

防止するため、集落内の担い手を中心に定期的な点検を行う。

水路・農道等について、集落申し合わせ事項により定期的な除草等の作業を行う。

農用地について、集落協定参加者が協定内容に従って管理を行う。

耕作者が農作業を継続できなくなりそうな場合には、集落内外の担い手農家による利用権の

設定等や農作業の委託を行う。

水路・農道等について、集落申し合わせ事項により定期的な除草等の作業を行うとともに、

協定参加者全員で泥上げ、草刈を行う。

農地と一体となった周辺林地の下草刈り等を行う。

農地と一体となった周辺林地の下草刈り等を行う。

農地と一体となった周辺林地の下草刈り等を行う。

農地と一体となった周辺林地の下草刈り等を行う。

農地と一体となった周辺林地の下草刈り等を行う。景観作物の作付けを行う。

農地と一体となった周辺林地の下草刈り等を行う。

農地と一体となった周辺林地の下草刈り等を行う。



７．共同取組活動に配分された交付金の使途

集落協定

総数
役員報酬 研修会等費

道・水路

管理費
農地管理費

鳥獣被害

防止対策費

共同利用

機械購入等費

共同利用

施設整備等費

多面的機能

増進活動費

土地利用

調整関係費

法人設立

関係費

農産物等の

販売促進

関係費

都市住民との

交流促進関係費
その他 積立等計

協定数 2 1 2

６．交付金の配分割合

共同取組活動

28.4%

個人配分

71.6%


